
2026/05/27 11:21:12 / 25303144_日本伸銅株式会社_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

証券コード　５７５３
(発送日) 2026年６月８日

（電子提供措置の開始日）2026年６月１日

株 主 各 位
大阪府堺市堺区匠町２０番地１

日 本 伸 銅 株 式 会 社
代表取締役社長 高倉　英朗

当社ウェブサイト　　https://www.nippon-shindo.co.jp/ir/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

2026年3月期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社2026年3月期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事

項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載し

ておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い

申しあげます。

（上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主総会関連資料」を選

択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェ

ブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本伸銅」又

は「コード」に当社証券コード「５７５３」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類

/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ

りご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を

行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の

「議決権行使についてのご案内」に従い2026年６月22日（月曜日）午後６時までに議決権

を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

1. 日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時

2. 場 所 大阪府堺市堺区匠町20番地１　当社本社会議室

3. 目的事項

報告事項 2026年３月期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告およ

び計算書類の内容報告の件

決議事項

議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対す

る賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権

行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日

時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたし

ます。

⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理

人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が

必要となりますのでご了承ください。

     
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及
び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に
限り、電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定
に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「株式
会社の支配に関する基本方針」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査してお
ります。

記

以　上
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます
ようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権

を行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。

次ページのご案内に従って、

議案に対する賛否をご入力く

ださい。

議決権行使書用紙に議案に対

する賛否をご表示のうえ、ご

返送ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2026年６月23日（火曜日）

午前10時（受付開始：午前９時）

2026年６月22日（月曜日）

午後６時入力完了分まで

2026年６月22日（月曜日）

午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。
※議決権行使書用紙はイメージです。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コードおよびパスワードを入力すること

なく議決権行使ウェブサイトにログインすることが

できます。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限
り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み
取ってください。1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議決権行使書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」
をクリック

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」
をご入力ください。2

「 議 決 権 行 使
コード」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を
ご入力ください。3

「パスワード」
を入力

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
（受付時間　９：00～21：00）
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事業の経過およびその成果

事 業 報 告 (2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

　

1.　会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当事業年度における世界経済は、米国が「米国第一主義」を唱えて、保護主義的

貿易政策を強硬に推進したために混乱しました。また、米国とイスラエルが2026年

２月28日にイランを攻撃して、ホルムズ海峡が封鎖されました。

わが国経済は、資源・エネルギー価格が上昇したため、物価が上昇しました。政

策金利は、30年ぶりに0.75％まで上昇しました。当社の主要原材料で、国際相場商

品である銅の建値は、ＬＭＥ価格の高騰と円安のため、同年１月13日に１トン219

万円まで上昇しました。

当事業年度の経営成績は、販売数量が２万1,176トン（前期比6.3％増加）となり

ました。主要原材料である銅の相場が高値で推移したこと等により、売上高は301

億45百万円（同15.4％増加）、営業利益は26億94百万円（同46.8％増加）となりま

した。銅相場の変動リスクをヘッジするためのデリバティブ取引でデリバティブ損

失が17億３百万円発生したため、経常利益は10億28百万円（同27.2％減少）、当期

純利益は７億42百万円（同23.1％減少）となりました。

当社は伸銅品関連事業の単一セグメントとしております。伸銅品関連事業の部門

別の経営成績は、次のとおりであります。

（伸銅品）

当社の主力製品である伸銅品においては、販売数量２万419トン（前期比6.4％増

加）、売上高は265億６百万円（同15.2％増加）となりました。

（伸銅加工品）

伸銅加工品においては、売上高は16億40百万円（前期比31.4％増加）となりまし

た。

（その他の金属材料）

その他の金属材料においては、伸銅品原材料の転売が主で、売上高は19億97百万

円（前期比7.6％増加）となりました。

－ 5 －
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対処すべき課題、設備投資および資金調達の状況、重要な組織再編等の状況、財産および損益の状況の推移、重要
な親会社および子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所および工場、従業員の状況、当社の主要な借入先

(2) 対処すべき課題

株式会社ＣＫサンエツの連結子会社であるサンエツ金属株式会社及び三谷伸銅株

式会社との間で、製品の相互ＯＥＭ供給、原料の共同購買、人材交流等に取り組む

ことで、シナジーを追求します。

(3) 設備投資および資金調達の状況

当事業年度の設備投資は、機械及び装置等45百万円となっております。なお、特

別な資金調達は行っておりません。

(4) 重要な組織再編等の状況

該当事項はありません。

摘 要 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
2026年3月期

（当事業年度）

売 上 高(百万円) 27,242 23,338 26,122 30,145

経 常 利 益(百万円) 1,505 801 1,413 1,028

当 期 純 利 益(百万円) 1,031 555 964 742

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益(円) 473.86 259.86 451.37 347.23

総 資 産(百万円) 15,408 14,972 16,474 18,492

純 資 産(百万円) 10,359 10,927 11,909 12,711

(5) 財産および損益の状況の推移

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数に
より算出しております。

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

百万円 ％ グループ会社の経営
管理、ならびにそれ
に付帯する業務

株式会社ＣＫサンエツ 2,756 55.5

(6) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社との関係

（注）　当社の役員７名（取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名、取締役（監査等委
員）３名）のうち、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名は同社の役員が兼務して
おります。

②親会社との重要な財務及び事業方針等に関する契約等

当社と当社親会社である株式会社ＣＫサンエツは、当社の企業価値の向上の

ため、人事管理、経営管理、法務管理、広報対応、その他経営に関する事項に

ついての指導及び助言を受けることを内容とする経営指導契約を2022年10月１

日より締結しておりましたが、当事業年度において当該契約を終了しておりま

す。

－ 6 －
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対処すべき課題、設備投資および資金調達の状況、重要な組織再編等の状況、財産および損益の状況の推移、重要
な親会社および子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所および工場、従業員の状況、当社の主要な借入先

③重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

当社は、伸銅品の製造販売を主な内容として事業活動を展開しております。

本社・工場 大阪府堺市堺区

営　業　所 東京支店　　　　　（東京都墨田区）

大阪黄銅カンパニー（大阪府大阪市東成区）

(8) 主要な営業所および工場

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

92名 ２名減 42歳10ケ月 19年４ケ月

(9) 従業員の状況

当社の従業員の状況

（注）　従業員数には出向者を含めております。また、パートおよび嘱託者等は含んでおりません。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,080 百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,080

株 式 会 社 富 山 銀 行 300

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150

(10) 当社の主要な借入先
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

(2) 発行済株式の総数 2,370,000株(自己株式232,998株を含む)

(3) 株主数 1,403名(前期末比122名増)

株 主 名 持　株　数 持　株　比　率

株式会社ＣＫサンエツ 1,182 千株 55.4 ％

根本　竜太郎 118 5.5

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 93 4.4

ヨシダ　トモヒロ 41 2.0

株式会社ＳＢＩ証券 38 1.8

高石　文夫 32 1.5

松井　崇 29 1.4

片木　寿之 26 1.2

對馬　満春 18 0.8

森永　清州 16 0.8

2.　会社の株式に関する事項

(4) 大株主の状況

（注）　持株比率は、自己株式232,998株を控除して算出しております。

3.　会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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会社役員に関する事項、会計監査人に関する事項、剰余金の配当等の決定に関する方針

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取締役会長※ 釣 　 谷 　 　 宏 　 行

株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長
サンエツ金属株式会社代表取締役社長
シーケー金属株式会社代表取締役社長
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長
三谷伸銅株式会社代表取締役会長
伏木海陸運送株式会社社外取締役

取締役社長※ 高 　 倉 　 　 英 　 朗

取締役 橋 　 本 　 　 好 　 人 営業本部長

取締役 木 　 本 　 　 道 　 隆 管理統括部長

取締役　常勤監査等委員 鈴 　 木 　 　 健 　 男

取締役　監査等委員 平 　 山 　 　 博 　 史 弁護士(平山綜合法律事務所代表)

取締役　監査等委員 岩 　 﨑 　 　 徹 　 也 信州大学名誉教授

4.　会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況

（注）1.　※は代表取締役であります。
2.　取締役（監査等委員）平山博史氏および取締役（監査等委員）岩﨑徹也氏は、社外取締役

であります。
3.　取締役（監査等委員）平山博史氏および取締役（監査等委員）岩﨑徹也氏は、東京証券取

引所に独立役員として届け出ております。
4.　情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委

員を置いております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を各取締役（業務執行取締役等を除く。）と締結するこ

とができますが、契約の締結は行っておりません。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社親会社である株式会社ＣＫサンエツは、会社法第430条の３第１項に規定す

る役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の

被保険者の範囲に当社取締役が含まれており、被保険者は保険料を負担しておりま

せん。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟等の民事訴訟や刑事手続・行政

手続による損害が填補されることになります。

－ 9 －
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(4) 取締役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年１月20日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取

締役を除く。以下、イにおいて「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にか

かる決定方針を決議し、一部については2021年５月21日開催の取締役会において変

更する決議をしております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬の

内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを

確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．取締役の個人別の報酬等（固定報酬等かつ金銭報酬等に限る）の額又は算定方

法の決定方針

個々の職責及び実績、会社業績や過去の支給実績等を勘案のうえ、決定するも

のとする。

ｂ．非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の

決定方針

信託を用いた株式報酬制度とし、原則として退任時に当社親会社である株式会

社ＣＫサンエツの株式を交付する。具体的には、当社の取締役会で定める株式交

付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント

付与日において、役位等に応じたポイントを付与し、各取締役の退任時に、各取

締役に付与されたポイントの累積値を算定し、かかるポイントに応じた当社親会

社の株式会社ＣＫサンエツの株式の交付を行う。

ｃ．固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等

の額に対する割合の決定方針

役員報酬の額は、固定報酬である「基本報酬」と、非金銭報酬である「株式報

酬」により構成されており、その割合は80％：20％とする。

ｄ．取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針

基本報酬については、月次に分割して支給する。株式報酬については、原則と

して退任時に当社親会社である株式会社ＣＫサンエツの株式を交付する。

その他、取締役に対し報酬等を与える条件の決定方針は、代表取締役会長に一

任し、毎年、７月度役員報酬より改定する。

ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役に委任

するときは、当該取締役の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容、当

該権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるときは、その内容

報酬等の額の決定について、代表取締役会長釣谷宏行氏に一任するものとす

る。なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、決定の過程において、

監査等委員会に意見を聴取するものとする。
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区　　分 員　数 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

基本報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

５名

（－名）

75百万円

（－百万円）

63百万円

（－百万円）

11百万円

（－百万円）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

３名

（２名）

15百万円

（７百万円）

15百万円

（７百万円）

－百万円

（－百万円）

合計

（うち社外役員）

８名

（２名）

91百万円

（７百万円）

79百万円

（７百万円）

11百万円

（－百万円）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1.　上表には、2025年６月24日開催の2025年３月期定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役（監査等委員である取締役を除く。）１名を含み、無報酬の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）１名を除いております。

2.　非金銭報酬等の内容は当社親会社である株式会社ＣＫサンエツの株式であり、割り当ての
際の条件等は「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。

3.　株主総会の決議（2015年６月26日改定）による取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬限度額は年額100百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みま
せん。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の員数は４名であります。また、別枠で、2021年６月25日開催の定時株主
総会において、株式交付信託報酬として、年額10,500ポイント（１ポイント＝当社親会社株
式１株）以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の員数は６名であります。

4.　株主総会の決議（2015年６月26日改定）による監査等委員である取締役の報酬限度額は年
額30百万円以内であります。当該株主総会終結時点での取締役（監査等委員）の員数は３名
（うち社外取締役２名）であります。

5.　期末日現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名、取締役（監査等
委員）の員数は３名（うち社外取締役２名）であります。

6.　報酬等の額の決定について、代表取締役会長釣谷宏行氏に一任しています。委任の理由
は、当社の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長
が適していると判断したためです。なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、決
定の過程において、監査等委員会に意見を聴取しております。

ハ．当事業年度において支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

ニ．社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く。）から受けた役員報

酬等の総額

該当事項はありません。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役（監査等委員）
平　山　博　史

当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、監査等委員
会13回すべてに出席しました。
主に弁護士としての専門的見地から取締役会の意思決定や妥当性・
適正性を確保するために必要な発言を行い、利益相反取引の条件な
どを検討するにあたり、適宜必要な助言を実施しました。
また、代表取締役会長と監査等委員会との会合において、当社の取
締役候補者の選定や役員報酬等の決定について、客観的・中立的立
場で関与しています。

社外取締役（監査等委員）
岩　﨑　徹　也

当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、監査等委員
会13回すべてに出席しました。
主に大学教授として培った経済学に関する高度な専門知識から経営
判断や意思決定に必要な発言を行い、コーポレート・ガバナンスな
どについて適宜必要な助言を実施しました。
また、代表取締役会長と監査等委員会との会合において、当社の取
締役候補者の選定や役員報酬等の決定について、客観的・中立的立
場で関与しています。

(5) 社外役員に関する事項

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役（監査等委員）平山博史氏は、平山綜合法律事務所の代表であり、当
社と平山綜合法律事務所との間には、重要な取引その他の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）岩﨑徹也氏は、信州大学名誉教授であり、当社と信州
大学との間には、重要な取引その他の関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

支 払 額

(1) 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 17百万円

(2) 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17百万円

5.　会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称　　　　仰星監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

 (注) 1.　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、(1)の金額にはこ
れらの合計額を記載しております。

2.　当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当該事業年度の会計監査計画の監査項
目別監査時間、人員配置など内容の妥当性および適切性ならびに他社の会計監査人の報酬等
の状況について確認し、当該事業年度の報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査
人の報酬等の額について同意いたしました。
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(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査

人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。

  また、監査等委員会は、上記の解任事由に該当しない場合であっても、会計監査

人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等の観点から会計監査人の職務の

執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任ま

たは不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を決議するための株主総会の招

集の決定を取締役会に要請いたします。

6.　剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、会社法第459条第１項に規定する剰余金の配当に関する事項について

は、取締役会での決議による旨を定款で定めております。

配当金につきましては、株主の皆様への利益還元として経営上の重要課題と位置

づけております。利益配分に関しては、業績に見合った配当を安定的かつ継続的に

実施するとともに、将来の事業展開に必要な内部留保の充実にも努めていくことを

基本方針としており、内部留保資金は、設備投資、Ｍ＆Ａ等に活用し、経営基盤の

強化を図ることとしております。

配当金につきましては、当期は１株当たり15円（中間配当５円、期末配当10円）

とさせていただきます。また、次期につきましては、中間配当５円、期末配当10

円、合計15円を予定いたしております。

（注）本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、比率については
表示単位未満の端数を四捨五入しております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 18,492 負 債 の 部 5,781

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他
　

15,294

246

180

4,610

4,075

1,413

2,902

1,759

18

87

△0

3,197

2,436

215

11

111

0

15

2,078

2

78

75

2

682

666

15
　

流 動 負 債 5,242

支 払 手 形 125

買 掛 金 1,873

短 期 借 入 金 2,610

未 払 金 211

未 払 法 人 税 等 101

未 払 費 用 118

賞 与 引 当 金 107

設 備 支 払 手 形 1

そ の 他 92

固 定 負 債 539

長 期 未 払 金 58

退 職 給 付 引 当 金 33

繰 延 税 金 負 債 437

そ の 他 10

純資産の部 12,711

株 主 資 本 12,463

資 本 金 1,595

資 本 剰 余 金 290

資 本 準 備 金 290

利 益 剰 余 金 10,995

利 益 準 備 金 54

そ の 他 利 益 剰 余 金 10,941

土 地 圧 縮 積 立 金 946

繰 越 利 益 剰 余 金 9,994

自 己 株 式 △417

評価・換算差額等 247

その他有価証券評価差額金 247

資 産 合 計 18,492 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,492

（2026年３月31日現在）
(単位：百万円)

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書

科 目 金 額

売 上 高 30,145

売 上 原 価 26,631

売 上 総 利 益 3,513

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 818

営 業 利 益 2,694

営 業 外 収 益 78

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 47

そ の 他 15

営 業 外 費 用 1,744

支 払 利 息 17

デ リ バ テ ィ ブ 損 失 1,703

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 23

そ の 他 0

経 常 利 益 1,028

特 別 利 益 40

固 定 資 産 売 却 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 40

特 別 損 失 0

固 定 資 産 除 却 損 0

税 引 前 当 期 純 利 益 1,068

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 317

法 人 税 等 調 整 額 8

当 期 純 利 益 742

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
(単位：百万円)

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 許 　 仁 九

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 芝 﨑 　 晃

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年５月15日

日　本　伸　銅　株　式　会　社

　取　締　役　会　　御　中

仰星監査法人
大阪事務所

　監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本伸銅株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの2026年３月期の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について

監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の

財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

会計監査人の監査報告書
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会計監査報告

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの2026年３月期における取締役の職

務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、会社の内部統制部門であ

る監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する

事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び支店等に

おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いた

しました。

監査等委員会の監査報告書
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 　　 会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査等委員 鈴 木 健 男 ㊞
監 査 等 委 員 平 山 博 史 ㊞
監 査 等 委 員 岩 﨑 徹 也 ㊞

2026年５月18日

日本伸銅株式会社　監査等委員会

(注)監査等委員　平山博史及び岩﨑徹也は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社
外取締役であります。

－ 19 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者
番号

氏 名
(生年月日)

略 歴
（ 地 位 お よ び 担 当 な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の株式数

１
つり

釣

 

　
や

谷

 

　
ひろ

宏

 

　
ゆき

行
(1958年11月12日)

1982年４月 株式会社北陸銀行入行
1986年４月 シーケー金属株式会社入社
1991年９月 同社取締役
1996年９月 伏木海陸運送株式会社社外取締役（現任）
1997年４月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現

任）
2000年６月 サンエツ金属株式会社（現　株式会社ＣＫサ

ンエツ）代表取締役社長（現任）
2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長

（会社分割によりサンエツ金属株式会社を新
設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更によ
り株式会社ＣＫサンエツ）（現任）

2011年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長
（現任）

2015年６月 当社代表取締役会長（現任）
2018年５月 株式会社日伸地金代表取締役社長(現任)
2022年11月 株式会社サンエツ商事代表取締役会長(現任)
2025年４月　三谷伸銅株式会社代表取締役会長(現任)

0株

（重要な兼職の状況）
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長
サンエツ金属株式会社代表取締役社長
シーケー金属株式会社代表取締役社長
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長
三谷伸銅株式会社代表取締役会長
伏木海陸運送株式会社社外取締役

【選任理由】
当社親会社の代表取締役社長として、長年にわたりグループの経営に携わり、事業拡大に努めると
ともに経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督に十分な役割を果たしており、今後においても
経営全般にわたる高い見識に基づき適切な経営判断が行われ、当社の更なる発展に寄与するものと
判断し、引き続き取締役候補者としました。

株主総会参考書類

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４

名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願

いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、会社

法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至りました。

　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 20 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者
番号

氏 名
(生年月日)

略 歴
（ 地 位 お よ び 担 当 な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の株式数

２
たか

高

 

　
くら

倉

 

　
ひで

英

 

　
あき

朗
(1981年９月21日)

2004年４月 シーケー金属株式会社入社
2016年９月 株式会社リケンＣＫＪＶ継手工場長
2018年６月　シーケー金属株式会社取締役
2018年６月　株式会社リケンＣＫＪＶ取締役継手工場長
2025年４月　同社取締役
2025年４月　当社執行役員堺工場長
2025年６月　代表取締役社長（現任）

0株

【選任理由】
配管・鍍金事業の製造部門の責任者としてグループ会社の経営に携わり、経営の重要事項の意思決
定や業務執行の監督の役割を果たしており、経営全般にわたる高い見識に基づき適切な経営判断が
行われ、当社の更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者としました。

３
はし

橋

 

　
もと

本

 

　
よし

好

 

　
と

人
(1974年12月28日)

1997年４月 シーケー金属株式会社入社
2007年９月 同社取締役継手工場長
2010年４月 同社取締役配管機器営業本部長
2016年６月 当社取締役大阪黄銅カンパニープレジデント
2018年６月 取締役営業本部長（現任）

0株

【選任理由】
営業本部長として豊富な経験と実績を有しており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業
務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

４
き

木

 

　
もと

本

 

　
みち

道

 

　
たか

隆
(1968年４月13日)

1989年４月 当社入社
2009年４月 管理部長
2014年４月 管理本部長代行兼企画・財経部長
2015年４月 管理本部長
2016年６月 取締役管理統括部長（現任）

500株

【選任理由】
管理統括部長として豊富な経験と実績を有しており、今後においても経営の重要事項の意思決定や
業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

※
５

し

清

 

　
みず

水

 

　
ひろ

裕

 

　
し

視
(1977年３月19日)

1999年４月 サンエツ金属株式会社（現　株式会社ＣＫサ
　　　　　　ンエツ）入社
2015年３月 サンエツ金属株式会社原料購買部課長
2016年６月 当社原料購買室次長 兼 サンエツ金属株式会

社原料購買室次長
2018年５月 株式会社日伸地金取締役原料部長（現任）
2025年４月 当社執行役員原料購買室長（現任） 兼 サン

エツ金属株式会社執行役員原料購買室長
（現任）

0株

【選任理由】
伸銅事業の原料購買部門の責任者として豊富な経験と実績を有しており、経営の重要事項の意思決
定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、取締役候補者としました。

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．候補者釣谷宏行氏は株式会社ＣＫサンエツの代表取締役社長であり、当社は同社との間

で、採用活動等の業務委託契約に基づく取引、ソフトウェア等の使用契約に基づく取引、同
社が契約しているグループ役員等賠償責任保険契約に対する当社負担金の支払、及び株式報
酬制度に対する当社負担金の支払を行っております。

また、同氏はサンエツ金属株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間で、製品
及び原料の仕入・販売等の取引、研究開発等の業務委託契約に基づく取引、並びに同社社員
の出向受入を行っております。

また、同氏は株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は同社との間で、同
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取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

社社員の出向受入を行っております。
また、同氏は株式会社サンエツ商事の代表取締役会長であり、当社は同社との間で、商品

の販売等の取引及び当社社員の出向を行っております。
また、同氏は株式会社日伸地金の代表取締役社長であり、当社は同社との間で、原料の仕

入・販売等の取引、及び原料仕入・製品配送等の業務委託契約に基づく取引を行っておりま
す。

また、同氏は三谷伸銅株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社との間で、原料の仕
入・販売、製品の販売等の取引を行っております。その他の候補者と当社との間には特別な
利害関係はありません。

３．候補者釣谷宏行氏の『略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）』欄には、現在
および過去における当社の親会社である株式会社ＣＫサンエツならびにその子会社であるサ
ンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、株式会社リケンＣＫＪＶ、株式会社サンエツ
商事、株式会社日伸地金および三谷伸銅株式会社の業務執行者としての地位および担当を含
めて記載しております。

４．候補者高倉英朗氏の『略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）』欄には、過去
における当社の親会社である株式会社ＣＫサンエツの子会社であるシーケー金属株式会社お
よび株式会社リケンＣＫＪＶの業務執行者としての地位および担当を含めて記載しておりま
す。

５．候補者橋本好人氏の『略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）』欄には、過去
における当社の親会社である株式会社ＣＫサンエツの子会社であるシーケー金属株式会社の
業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。

６．候補者清水裕視氏の『略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）』欄には、現在
および過去における当社の親会社である株式会社ＣＫサンエツならびにその子会社であるサ
ンエツ金属株式会社および株式会社日伸地金の業務執行者としての地位および担当を含めて
記載しております。

７．候補者清水裕視氏は2026年６月25日開催予定のサンエツ金属株式会社の定時株主総会及び
その後の取締役会において取締役原料購買室長に就任する予定です。

８．当社の親会社である株式会社ＣＫサンエツは、保険会社との間で、会社法第430条の３第１
項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招
集ご通知に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同
内容での更新を予定しております。
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氏名 独立 地位
企業

経営

事業

戦略

研究

開発

製造・

技術

営業・

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

法務・

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

財務

会計

学識

経験

釣谷　宏行 代表取締役会長 〇 〇 〇 〇

高倉　英朗 代表取締役社長 〇 〇 〇

橋本　好人 取締役 〇 〇

木本　道隆 取締役 〇

清水　裕視 取締役 〇 〇

鈴木　健男
取締役

（常勤監査等委員）
〇

平山　博史 ★
取締役

（監査等委員）
〇

岩﨑　徹也 ★
取締役

（監査等委員）
〇 〇

【ご参考：取締役のスキル・マトリックス】

議案が原案どおり承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりです。

以　上
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地図

定時株主総会会場ご案内

会場
当社本社会議室
〒590－0908　大阪府堺市堺区匠町20番地１
電話(072)229－0346（代）

Ｎ

定時株主総会会場

　日本伸銅株式会社本社

至なんば

至和歌山

住之江入口

阪
神
高
速
４
号
湾
岸
線

住之江通

大浜公園
大浜出入口

三宝出入口

堺浜えんため館
匠町バス停

周辺拡大地図

匠町バス停

堺トレーニングセンター

南港
ポートタウン線

住之江公園駅南港

堺駅 堺東駅

住之江出口

阪神高速６号大和川線

地
下
鉄

　

四
つ
橋
線

住
之
江
公
園

府
道
２
９
号

臨
海
線

国
道
２
６
号
線

南
海
本
線

南
海
高
野
線

阪
堺
電
鉄
阪
堺
線

阪
神
高
速
１
５
号
堺
線

交通機関
【公共交通機関ご利用の場合（電車・バス）の場合】

●南海本線 堺駅から南海バス（匠町行き）に乗車し、匠町下車後徒歩約
８分

●南海高野線 堺東駅から南海バス（匠町行き）に乗車し、匠町下車後徒歩
約８分

●地下鉄四つ橋線 住之江公園駅から南海バス（匠町行き）に乗車し、匠町下車
後徒歩約８分

【車でお越しの場合】
●大阪・神戸方面から　阪神高速堺線　　住之江出口より約12分
●大阪・神戸方面から　阪神高速湾岸線　三宝出口より約５分
●和歌山方面から　　　阪神高速湾岸線　三宝出口より約５分


